
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会「歴史的建造物を活かし、後世に残すために」講師：後藤 治氏 主催：（一社）長崎県建築士会 

★受講対象者：歴史的建造物の保存や活用に関心がある方や仕事としている方など  

（この講演会は⻑崎県ヘリテージマネージャースキルアップ講習の一部を一般開放するものです。）  

★開催日時：令和 5 年 10 月 14 日（土曜日）13 時 30 分開場 講演 13：40～17：00★参加費無料 （定員は 100 名） 

★会場：⻑崎商工会議所 2 階ホール ⻑崎市桜町４－１ ★申込み方法：申込書に記入し、FAX またはメールにて申込みください。 

受付後、受講票を返送します。★問合先：（一社）⻑崎県建築士会⻑崎市五島町 5-34-713 TEL:095-828-0753 詳細は HP  

  

 

な が 坂 

編集後記 朝夕は涼しくなって参りましたが、残暑はなかなか厳しい模様です。4 年ぶりの「おくんち」に期待は膨らみますね。 

バランスの良い栄養と規則正しい睡眠を摂って、秋に備えましょう。「強制」の中から「安定」が生まれるらしいです。 

一般社団法人長崎県建築士会長崎支部事務局    

〒850-0032 長崎市興善町４－６－６０１号     TEL (095)826-5514 

E-mail：shikai_nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp        FAX(095)826-5535 

 

 

事務局担当の 

徳久です。 

事務局から 
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長崎市立図書館 

市役所へ 旧県庁へ 

長崎支部事務局 

付近図 
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長崎県建築士会からのお知らせ         一般社団法人 長崎県建築士会(TEL095-828-0753)        

(一社)長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

8 月 26 日に開催されました、ボウ

リング大会へは多数のご参加あり

がとうございました。 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

次回例会は 9 月 26 日（火）18：30～長崎支部事務局でおこないます。皆様のご参加をお待ちしています！ 

◇◇令和５年度 【建築士定期講習】日程のお知らせ◇◇ 

   ＊建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士のうち、◎令和 2 年度（R2.4.1～R3.3.31）に受講した方、 

 ◎令和 2 年度の建築士試験に合格した方は令和 5 年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

 ●11 月 22 日(水)・定員：72 名  ●会場：長崎県建設総合会館 8 階大会議室（長崎市魚の町 3-33） 

     （定員に達しました） 

 ● 2 月 20 日(火)・定員：72 名  ●会場：長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町 9-6） 

  ●ＤＶＤ講習 ※受付期間：令和 5年 4月 3日(月)～定員になり次第 

 ●申込書の送付先：(一社)長崎県建築士会へ簡易書留で郵送、または持参 

         〒850-0036 長崎市五島町 5-34 ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ 713 ＴＥＬ095-828-0753 

 女性部会では、12 月 16 日（土）・17 日（日）に出島メッセにて開催予定の「住宅フェア」において 

長崎県事務所協会、長崎県建築士会、長崎支部青年部と共同での参加予定となっています。 

体験コーナーでは、牛乳パック工作を実施予定ですので、是非お子様連れや、お友達とご参加くだ

さい。また、空き牛乳パックを集めますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

◇◇建築工事主体の「監理技術者講習」（法定講習）今後の日程のお知らせ◇◇ 

島 原 会 場  ◎令和５年12月 ８日(金) 島原市有明総合文化会館（島原市有明町大三東戌1382） 定員20名 

長 崎 会 場   ◎令和６年３月 １日(金) 長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町9-6）     定員20名 

 ※講習会の詳細及び問合せは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰ監理技術者講習でご確認ください 

長崎市建築指導課からのお知らせ                   問い合わせ先： ０９５-８２９‐１１７４ 

 

建築レンジャー青年部                   青年部副委員長 本郷 真樹  

8 月 5 日に一級建築士設計製図試験受験者を対象に類似建物見学会を実施しました。今年の課題は

「図書館」ということで、長崎市立図書館にて見学会をさせて頂きました。見学にあたっては設計当時の長崎

市の担当者にもご参加いただき、貴重な話を聞くことができました。また、一般では立ち入ることのできないバッ

クヤードを見せていただくなど、受験生にとっては実際の管理動線や設備を見ることができ、貴重な経験になっ

たと思います。 

  施設関係及び長崎市の皆様へ感謝を申し上げるとともに、受験生の皆様のご検討をお祈りしています。 

そして、合格した際には建築士会へ入会していただき一緒に活動していけることを願っております。 

◆ブロック塀等除却費補助金について(建築安全係) 

通学路等に面する倒壊の危険性のあるブロック塀の除却工事に要する費用の一部（除却費用の５０％､上限１２万円、２面まで 

併せてはね出しスラブを除却する場合は、費用の５０％､上限 8 万円、２面まで）を補助します。       

 ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

【長崎市 HP トップ＞住まい・まちづくり＞住まい(住宅)＞住まいに関する支援＞長崎市ブロック塀等除却費補助金制度について】 

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

 

◇◇令和５年度 既存住宅状況調査技術者講習のご案内◇◇ 
●更新講習  （佐世保会場）令和 5年 9月 15 日㈮13：20～17：00  ●場所 佐世保市労働福祉センター 

●定員 30 名 申込受付順、定員に達し次第締切ります。 

●受講者 既存住宅状況調査技術者として講習団体に登録されている技術者 

●受講料 １７,６００円【WEB 申込：１７,０００円】（税込、テキスト・修了証明書交付費 用・登録料を含む） 

※詳しくは、長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

◆特定空家等除却費補助金について(建築安全係) 

 長崎市内に存在する老朽化し危険がある、もしくは危険となる恐れがある空き家を除却する方（所有者など）に対し、除却費用の一

部（除却費の４０％、上限５０万円）を補助します。      ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

 【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞住まい(住宅)＞住まいに関する支援＞特定空家等除却費補助金】 

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

 

 

 

 

市立図書館見学会の様子 

長崎支部主催 ボウリング大会開催！ 8 月 26 日（土）16 時 30 分より、マリンボウル 

（江川町）においてボウリング大会を開催しました。会場のマリンボウルは今年末に営業終了、思い 

出の詰まった会場での開催は最後となり静かに熱い戦いが繰り広げられました。参加者は 36 名。 

 

 8 月 30 日～9 月 5 日の建築物防災週間にあたり、 

8 月 30 日（水）・31 日（木）の両日、長崎市建築指導課、 

長崎市消防局、及び建築行政協力員が同行して 

「防災パトロール」を実施しました。 

 

 

会場が変更になっています。

ご注意ください。 

◆長崎市空き家・空き地情報バンクについて（建築安全係） 

長崎市への移住・定住を検討されている市外在住の方、市内での転居を考えられている市民の方に市内に存在する空き家・空き

地の情報を提供し、そこに住んでもらうことで、地域の活性化、空き家の活用促進などを図ることを目的に実施しています。 

今回、令和 5 年 8 月 7 日より「市内での転居を考えられている市民の方」も対象になりました。 

※詳しくは長崎市ホームページ及び建築指導課までお尋ねください↓ 

【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞住まい(住宅)＞長崎市空き地・空き家バンク＞長崎市空き家・空き地情報バンク】 

 

 

理事会の話題   8 月 17 日（木）18：00～ 

◎スポーツ大会について  ◎研修旅行について  ◎研修会・講習会について   ◎住宅フェアについて 

◎景観整備機構について  ◎その他(‣山本市議による長崎市空き家対策説明協議についてほか） 

 

2023 第２３回長崎市都市景観賞 作品募集 
歴史や自然を生かした周囲のまちなみや雰囲気に調和した市内の建築物等や、優れた都市景観の形成に寄与しているもの

に２年に１度、贈られる賞です。この建物いいな！このサインかっこいい！などありましたら、是非ご応募をお待ちして

おります。   応募期間 9 月 11 日（月）～10 月 20 日（金） 

長崎市都市景観賞公式ウェブサイトから応募の他、応募用紙を事務局（長崎市景観推進室）まで電子メール・ファックス・

郵送・直接持込でも応募可能です。 

【お問合せ】長崎市都市景観表彰実行委員会 事務局 長崎市景観推進室  

      ☎095-829-1177 FAX095-829-1175 アドレス keikan_suishin@city.nagasaki.lg.jp 

  

 
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合等が認定を受けるこ

とができる「認定制度」を 9 月以降、運用開始します（町域は県が認定、市域は各市が認定）。 

認定取得により、居住者の管理意識の向上や市場評価の維持向上、共用部リフォーム融資等の

金利の引下げ、固定資産税の特例措置などの利点があります。詳しくは県の HP をご覧ください。 

 

 
（リンク先：県 HP） 

長崎県住宅課からのお知らせ                 問い合わせ先：095-894-3104 

山道委員長    村上設計チーム   女性委員会チーム  建築指導課ボウリングクラブ    個人賞続々   川瀬副支部長挨拶 

有馬支部長あいさつ  司会は青年部   優勝          準優勝         3 位 KBC1 

建築物防災週間          長崎市建築指導課 

 

 

 


